
桐生市中小企業等振興対策資金

１．融資対象

３）市税の滞納のない人（過年度を含む。）

２．資金使途

１）住宅を新築・増改築するための資金

２）建売住宅、中古住宅などの購入資金

　　（ただし、新築後１０年以内のものに限る）

３）上記に直接必要な土地購入資金

３．融資条件

１）融資限度額：必要経費の８０％以内で１世帯あたり１,０００万円まで      

２）融 資 期 間：２０年以内

３）融 資 利 率：２.５％以内（固定金利）
   

＊金融機関の定めるところにより保証料が必要となります。

＊担保及び保証人については、金融機関と相談して決めていただきます。 　　

   

４．償還方法

　償還方法は元利均等月賦償還又は月賦半年賦併用償還とします。 　

　

５．申請に必要な書類

◎桐生市中小企業等振興対策資金融資申請書（勤労者住宅資金）

◎源泉徴収票又は所得証明書

◎市税の完納証明書

＜建物を建築するとき＞ ＜建築物・土地を取得するとき＞

・建築確認書の写し（第１面から第５面） ・売買契約書

・見積書、平面図など ・登記事項証明書（土地） 公図

・登記事項証明書（土地） ・登記事項証明書（家屋） 平面図

・登記事項証明書（家屋） ※増改築の場合 　※建物を取得するとき

・土地所有者の借地契約書 ※借地の場合                     桐生市　商工振興課　商業金融担当

                             〒376-8501　桐生市織姫町1-1

                                  ＴＥＬ：0277-32-4104

   勤労者向け
   桐生市制度融資のご案内１）同一事業所等に１年以上継続して勤務している人。

２）市内に自己の居住する住宅を新築、増改築しようとする勤労者。
　　又は、建売住宅、中古住宅などを購入しようとする勤労者。

 ☆桐生市内に居住する勤労者の福利厚生と生活の維持向上、
　 住環境の整備を図るための融資です。

☆ 問い合わせ先 ☆

勤労者住宅資金

通勤などに使う車両の購入、

リフォーム資金、教育ローン、

住宅ローンとしてご利用

いただけます。桐生市ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ

キノピー

☆ 制度融資を利用されるときの留意点

１ 申請にあたっては、計画の段階でご相談ください。申請前、または申請後にかか
わらず融資の決定がされないうちに着手した場合、融資の対象から除外されます
ので、ご注意ください。

２ 融資制度は、それぞれ目的ごとに対象者及び資金使途が定められていますので、
目的以外に利用することはできません。目的以外に利用した場合は、即時償還し
ていただくことになります。

３ 融資の申請にあたっては資金の償還計画などについて十分検討しておきましょう。

４ 申請は、桐生市制度融資取扱金融機関の窓口へお願いします。
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５．申請に必要な書類
１．融資対象 ◎桐生市中小企業等振興対策資金融資申請書（勤労者生活資金）

同一事業所等に１年以上継続して勤務し、市内に１年以上居住する勤労者で ◎源泉徴収票又は所得証明書

市税の滞納のない人（過年度を含む。） ◎住民票

◎市税の完納証明書

２．資金使途 ◎資金使途により下記の添付資料が必要です。

区分 資　金　使　途 資　金　使　途　の　内　容 区分 資　金　使　途 添　付　資　料

医療・分べん費
本人又は同一生計を営む家族が、傷病等により１０日以上入院
し、長期療養治療及び出産のため必要な資金

医療・分べん費 医師等の診断書又は医療費等の請求書（領収書）

修学・資格取得費
本人又は同一生計を営む家族が高等学校以上の学校に進学、在
学又は各種資格を取得するため必要な資金

修学・資格取得費
在学証明書又は合格通知書（合格証明書）
資格を取得するのに必要な書類

育児休業・介護休業に
伴う生活資金

育児休業･介護休業をとった者が生活の維持を図るため必要な
資金

育児休業・介護休業に
伴う生活資金

事業所の証明書

冠婚葬祭費
本人又は同一生計を営む家族の婚姻又は死亡による葬祭のため
必要な資金

冠婚葬祭費
婚姻届又は式場の使用契約書等の婚姻を証する書類
死亡診断書又は埋火葬許可書（証明書）

生活耐久消費財購入費
本人又は同一生計を営む家族が生活に必要とする家電品、又は
車両等耐久的な消費財の購入のため必要な資金

生活耐久消費財購入費 見積書、カタログなど

交通事故処理費
本人又は同一生計を営む家族が交通事故による損害賠償又は
補修等のため必要な資金

交通事故処理費 事故証明書、示談書又は補修見積書

災害復旧費
本人又は同一生計を営む家族が所有する不動産及び動産が災害、風
水害等により罹災した物件の復旧又は購入のため必要な資金

災害復旧費 罹災証明書、見積書、カタログ、設計図など

住宅小修繕費
本人の居住に供する住宅に関する小修繕費、諸設備購入のため
必要な資金

住宅小修繕費 見積書、カタログなど

３．融資条件

取扱金融機関 足利銀行市内各支店

群馬銀行市内各支店

東和銀行市内各支店

桐生信用金庫本店・市内各支店

＊金融機関の定めるところにより保証料が必要となります。 しののめ信用金庫市内各支店

＊担保及び保証人については、金融機関と相談して決めていただきます。 ぐんまみらい信用組合大間々支店

中央労働金庫桐生支店

※原則として、市内にある金融機関の本支店で取り扱っています。ただし、市外にある一部の支店においても

償還方法は元利均等月賦償還又は月賦半年賦併用償還とします。 　取扱がございます。詳しくは、詳しくは別紙「取扱金融機関一覧」をご覧ください。

                    

４．償還方法

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

「勤労者住宅資金」のご案内は裏面へ→

◎融資のご相談・お申込は勤労者向け制度融資取扱金融機関へ

勤労者生活資金

資金使途区分 融資期間 融資利率 融資限度額

Ａ
７年以内

（据置１年以内）
年利１.８％

Ｂ ６年以内 年利２.０％

２００万円


